
(57)【要約】
【目的】  延伸操作に供するフィルムの形状を最適化
し、偏波変換度の高いポリイミド波長板をできるだけ効
率的に製造する方法を提供する。
【構成】  テトラカルボン酸又はその誘導体とジアミン
から合成されるポリアミド酸のフィルムを縦横比１．５
以上の長方形又は中央部が縦横比１．５以上の長方形か
らなるダンベル形状に切り出し、それを（１）長軸方向
を固定した状態で熱イミド化するか、（２）長軸方向に
延伸した後、金属枠等で固定した状態で熱イミド化する
か、あるいは（３）長軸方向に延伸しながら熱イミド化
する、ポリイミド膜により構成される光波長板の製造方
法。
【効果】  製造が容易で柔軟性があり、水晶を用いた光
波長板に比べて膜厚が薄いため挿入損失が少なく、高い
耐熱性を持った光波長板を高い生産性で提供することが
できる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  テトラカルボン酸又はその誘導体とジア
ミンから合成されるポリアミド酸のフィルムを縦横比
１．５以上の長方形又は中央部が縦横比１．５以上の長
方形からなるダンベル形状に切り出し、長軸方向を固定
した状態で熱イミド化することを特徴とするポリイミド
膜により構成される光波長板の製造方法。
【請求項２】  テトラカルボン酸又はその誘導体とジア
ミンから合成されるポリアミド酸のフィルムを縦横比
１．５以上の長方形又は中央部が縦横比１．５以上の長
方形からなるダンベル形状に切り出し、長軸方向に延伸
した後、金属枠等で固定した状態で熱イミド化すること
を特徴とするポリイミド膜により構成される光波長板の
製造方法。
【請求項３】  テトラカルボン酸又はその誘導体とジア
ミンから合成されるポリアミド酸のフィルムを縦横比
１．５以上の長方形又は中央部が縦横比１．５以上の長
方形からなるダンベル形状に切り出し、長軸方向に延伸
しながら熱イミド化することを特徴とするポリイミド膜
により構成される光波長板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は光波長板の製造方法に関
し、特に加工性、耐熱性、経済性に優れ、可視光と近赤
外光に対して有効なプラスチック系の光波長板の製造方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】石英系の光導波路を用いた導波型光デバ
イスは、光損失が少なく実用的な光受動部品として期待
されているが、その実用化に当っての最大の問題として
光導波回路の偏波依存性が指摘されている。これは石英
系の光導波路を用いて光導波回路を作製した場合に、光
導波路の複屈折に起因した信号品質の低下（水平偏波成
分と垂直偏波成分との位相ずれ）として現われてくる。
この原因は、石英系の光導波路を作製する際に１０００
℃を超える高温を使用するためであり、基板であるシリ
コンと石英導波路の熱膨張率差により生じた残留応力に
起因している。この複屈折を排除するため、光路の丁度
中間地点に水晶からなる１／２波長板を挿入することに
より、光信号の出射端での水平偏波成分と垂直偏波成分
の位相ずれを補償する方法が知られている〔高橋  浩ほ
か、オプティックス  レターズ（Optics Letters) 、第
１７巻、第７号、第４９９～５０１頁（１９９２）〕。
この方法は構成が簡単であり、しかも導波型光デバイス
の偏波依存性解消には極めて効果的である。但し、光波
長板とその挿入溝の部分では導波光が閉じ込められずに
放射してしまい、これが信号強度の減衰を引き起こすと
いう問題を有している。高橋らは特開平４－２４１３０
４号公報において、水晶の光波長板を用いた場合に光波
長板部分での損失（過剰損失）が４ｄＢにも上ることを

明らかにしている。本発明者らは、特願平６－３９３６
８号明細書において、テトラカルボン酸又はその誘導体
とジアミンから合成されるポリアミド酸のフィルムに熱
イミド化と一軸延伸を行うことにより、水晶に比べて大
きな複屈折を有するポリイミドフィルムを作製すること
ができ、このフィルムから作製した光波長板を導波型光
デバイスに組込むことによって、光波長板挿入に伴う過
剰損失を０．３ｄＢまで低減できることを明らかにし
た。ここに見られる過剰損失の大幅な低減は、ポリイミ
ド波長板の膜厚が水晶波長板の１／６以下であることに
起因している。ポリイミド波長板は、３００℃以上の耐
熱性を持ち、加工性や経済性の点からも水晶波長板に比
して優れている。本発明者らは前記明細書において、ポ
リイミド波長板の製造方法として以下の６つの方法が有
効であることを明らかにした。すなわち、テトラカルボ
ン酸又はその誘導体とジアミンから合成されるポリアミ
ド酸の溶液を基板上に塗布し、短時間乾燥させた後、溶
媒を含んだ状態のまま基板からはく離してフィルムと
し、これを一軸延伸した後、金属枠等で固定した状態で
熱イミド化する方法、上記と同様の方法で作製したポリ
アミド酸のフィルムを、一軸方向に延伸しながら熱イミ
ド化する方法、上記と同様の方法で作製したポリアミド
酸のフィルムを、金属枠等で一軸方向のみを固定した状
態で熱イミド化する方法、テトラカルボン酸又はその誘
導体とジアミンから合成されるポリアミド酸の溶液を面
内に熱膨張率異方性を有する基板に塗布し、それを熱イ
ミド化する方法、上記いずれかの方法により作製された
ポリイミド膜を３００℃以上の高温下において一軸方向
に延伸する方法、同じく上記いずれかの方法により作製
されたポリイミド膜を、３００℃以上の高温下において
熱処理する方法である。ポリイミドを用いた光波長板を
得るためには、面内複屈折（Δｎ）×膜厚（ｄ）で定義
されるリターデーションの値（Ｒ）を導波光波長の１／
２や１／４に正確に合せることが必要である。上記の方
法のうち初めの３つの方法から得られるポリイミド波長
板は、延伸操作を行ったポリイミドフィルムの全域から
得られるわけではなく、リターデーションの調整が行わ
れたフィルムの中央部分から得られるのであって、その
他の部分ではリターデーションが目的値からずれている
ために光波長板として使用することができない。導波型
光デバイスに用いられるポリイミド波長板の代表的な形
状は５ｍｍ×２ｍｍであり、延伸操作を行った１枚のポ
リイミドフィルムからできるだけ多くのポリイミド波長
板を得ることが、生産性向上の観点から重要である。こ
のことは、１枚のフィルム中に占める一定のリターデー
ションを持つ領域の面積を広げることの重要性を示して
いる。
【０００３】導波型光デバイスに用いられるポリイミド
波長板には、通常３０ｄＢ以上の偏波変換度が要求され
る。ここで偏波変換度とは、入射光の偏光状態を光波長
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板によって変換した場合、変換されずに残ってしまった
偏光成分に対する変換された偏光成分の割合を示してい
る。本発明者らは前記明細書において、ポリイミド波長
板作製に用いるフィルム形状として縦６ｃｍ×横３ｃｍ
を採用したが、延伸に供するフィルムの形状がそこから
切り出すことのできるポリイミド波長板の枚数に及ぼす
影響、すなわちフィルムの形状が偏波変換度３０ｄＢ以
上のリターデーション精度を持つ面積分率に対して及ぼ
す効果については検討を行わなかった。また、これまで
同様の検討が行われたという報告はなされていない。し
かし上述の理由によって、ポリイミド波長板の生産性を
更に向上するためにはフィルム形状の最適化が不可欠で
ある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術で述べたよ
うに、ポリイミド波長板の製造工程において、ポリイミ
ドフィルム中に占める所定の値以上のリターデーション
精度を持つ面積の割合をできるだけ増加させることが、
ポリイミド波長板の製造工程を効率化し、生産性を向上
する上で重要である。本発明は延伸操作に供するフィル
ムの形状を最適化し、偏波変換度の高いポリイミド波長
板をできるだけ効率的に製造することを目的としてい
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本
発明は光波長板の製造方法に関する発明であって、その
１は、テトラカルボン酸又はその誘導体とジアミンから
合成されるポリアミド酸のフィルムを縦横比１．５以上
の長方形又は中央部が縦横比１．５以上の長方形からな
るダンベル形状に切り出し、長軸方向を固定した状態で
熱イミド化することを、その２はテトラカルボン酸又は
その誘導体とジアミンから合成されるポリアミド酸のフ

ィルムを縦横比１．５以上の長方形又は中央部が縦横比
１．５以上の長方形からなるダンベル形状に切り出し、
長軸方向に延伸した後、金属枠等で固定した状態で熱イ
ミド化することを、その３はテトラカルボン酸又はその
誘導体とジアミンから合成されるポリアミド酸のフィル
ムを縦横比１．５以上の長方形又は中央部が縦横比１．
５以上の長方形からなるダンベル形状に切り出し、長軸
方向に延伸しながら熱イミド化することを特徴としてい
る。
【０００６】本発明者らはまず、ほぼ同一の面積でしか
も形状の異なる種々の長方形フィルムに加重をかけ延伸
した場合の応力分布を有限要素法により計算し、偏波変
換度の面積的広がりが最も大きくなる形状を探索した。
（図１）に縦８ｃｍ×横６ｃｍのフィルムについて計算
した場合のモデルを示す。フィルムの下辺には０．５ｃ
ｍ置きに１ｋｇ重の下向きの応力がかかっており、フィ
ルムの単位断面積当りの加重がほぼ等しくなるように設
定されている。ポリイミドフィルムのヤング率は１００
ｋｇ／ｍｍ

2 
、ポアソン比は０．３３、膜厚は２５μｍ

と仮定した。有限要素法における計算要素は、図中に示
すように０．５ｍｍ間隔のメッシュを更に対角線で２等
分したものであり、例えば図１のフィルムにおける計算
要素の総数は３８４個である。ここで、フィルムの上辺
は固定されているが、他のすべての点は下辺に加えられ
た応力に応じて自由に移動することができる。計算に用
いたモデルの縦横比（延伸方向の長さ÷延伸方向と直角
方向の長さ：以後ηで表す）と実際の形状（縦Ａｃｍ×
横Ｂｃｍ）を（表１）に示す。ηが大きくなるほど延伸
方向に細長い形状となっている。
【０００７】
【表１】

【０００８】また、η＝１すなわち正方形のフィルムに
延伸を行った場合の形状変化を（図２）に示す。すなわ
ち、図２は、η＝１の計算モデルの下辺に荷重を印可し

た場合に生ずる形状の変化と応力楕円を示す図である。
（図２）において、○印は延伸前の各点の位置、●印は
延伸後の各点の位置を模式的に示している。延伸によっ
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て下辺の各点が下方に変位すると共に、左右辺の各点に
は内向きの応力がかかるため、フィルムは全体としてく
びれた形状となる。フィルム面内における応力楕円の形
状変化も併せて示した。また、フィルム中心部のリター
デーションが波長の１／２に丁度合致したと仮定した場
合の、各点での１／２波長板としての偏波変換度（単位
ｄＢ）を計算し、その分布形状を等高線で（図３）に示
した。フィルムの面内複屈折発現に寄与するのは延伸軸
方向の主応力σ1 とそれに直交する主応力σ2 の差（Δ
σ）であることから、Δσが最も大きくなるフィルムの
中心部付近で最大のΔｎが発現することがわかる。全体
のフィルム面積に対するこの領域の割合を増やすことが
生産性の向上につながる。ηを０．３７５から４．０ま
で変化させた場合の偏波変換度の面内分布をまとめた結
果を（図４）に示す。図中において、□印はフィルムの
中心位置における面内応力異方性（Δσ）、△印は偏波
変換度が３０ｄＢ以上の計算単位が全計算単位に占める
割合を示している。Δσはη＜１においてηの増加と共
に急速に増加し、η≧１．５でほぼ一定値を示してい
る。これはη＜１．５の形状を持つフィルムに均等な荷
重をかけても、中心部で得られる面内複屈折がη≧１．
５に比べてかなり小さいことを意味している。一方、３
０ｄＢ以上の偏波変換度を有する領域の割合はη＜１．
５まではほぼ一定であり、一方、η≧１．５で増加傾向
にある。このことは、ポリイミド波長板の生産性向上の
ためにη≧１．５の形状が適しており、特にη≧３が効
果的であることを意味している。η≧３を満たす形状と
して、フィルムの力学試験に用いられるダンベル形状が
よく知られている。ダンベル状の試験片形状にはいくつ
もの型が規定されている。そのほとんどは中央のη≧３
の長方形部分に平均的な引張り応力が印可される形状と
なっている。例えば、日本工業規格Ｋ６３０１の１号型
と呼ばれるダンベル形状では、中央部はη＝４の長方形
であり、しかもチャック部分へつながる形状は漸次幅広
になっているため、効果的な延伸が可能であると共に、
チャック部分でのフィルム切断を防止する上で効果的で
ある。このことは、延伸フィルムの形状としてダンベル
形状がη≧３の長方形に比べ更に優れていることを示し
ている。すなわち、偏波変換度が３０ｄＢ以上である領
域の面積が５０％以上であることが、コスト、量産性の
観点からは必要であることを示している。
【０００９】
【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説
明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。な
お、ポリイミドフィルムのリターデーション（Ｒ）は、
波長１．５５μｍのレーザーダイオードを光源とし、２
つのグラントムソンプリズムを偏光子、検光子として
「平行ニコル回転法」により測定した。またポリイミド
フィルムの偏波変換度は、同様の測定系において検光子
を偏光子に対して９０度回転させることにより測定し

た。偏波変換度の単位はすべてデシベル（ｄＢ）表示と
した。
【００１０】実施例１
ピロメリット酸二無水物と２，２′－ビス（トリフルオ
ロメチル）－４，４′－ジアミノビフェニルから合成さ
れたポリアミド酸のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（Ｄ
ＭＡｃ）溶液を直径６インチのシリコンウェハにスピン
コート法により塗布し、７０℃、１時間の熱処理をして
はく離できる程度に溶媒を蒸発させた。はく離したフィ
ルムを縦１０．５ｃｍ×横４．２５ｃｍに切り出し、金
属枠に縦方向だけを固定して、最高温度３５０℃で熱イ
ミド化を行った。縦方向の両端に１ｃｍのチャック部分
を確保したことにより、延伸フィルムの大きさは縦８．
５ｃｍ×横４．２５ｃｍ（η＝２）、面積は３６ｃｍ
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となる。ポリアミド酸フィルムは熱処理によるイミド化
過程で収縮するため、縦方向に引張り応力がかかりフィ
ルムは延伸される。得られたポリイミドフィルムの中心
部におけるΔｎは０．０５３であった。これを波長１．
５５μｍの１／２波長板として使用するためには、膜厚
が１４．６μｍである必要がある。そこでポリアミド酸
溶液のスピンコートの条件を、熱イミド化後の膜厚が１
４．６μｍとなるように変えて上記の処理を再度繰り返
した。η＝２の場合について計算した偏波変換度の分布
形状を（図５）に、また得られたフィルムについて測定
した偏波変換度の分布形状を等高線で（図６）に示す。
実測と計算の結果は、比較的良く一致している。すなわ
ち、（図５）は、η＝２の計算モデルにおいて、フィル
ム中心部のリターデーションが波長の１／２に丁度合致
したと仮定した場合の、各点での１／２波長板としての
偏波変換度（単位ｄＢ）を計算し、その分布形状を等高
線で示した図である。また、（図６）は、η＝２の延伸
ポリイミドフィルムにおける１／２波長板としての偏波
変換度（単位ｄＢ）の分布形状を等高線で示した図であ
る。
【００１１】全体のフィルム面積に占める３０ｄＢ以上
の偏波変換度を有する領域の面積の割合は、計算値が２
６％、実測値が１８％であった。縦１０．４ｃｍ×横
３．４６ｃｍ（η＝３）、面積３６ｃｍ

2 
のフィルムに

対しても同様の操作を行い、偏波変換度の計算と実測を
行ったところ、全体のフィルム面積に占める３０ｄＢ以
上の偏波変換度を有する領域の面積の割合は、計算値が
５７％、実測値が４１％であった。また、同様の操作に
より作製した縦７．４ｃｍ×横４．９ｃｍ（η＝１．
５）、面積３６ｃｍ

2 
のフィルムについて偏波変換度の

計算と実測を行ったところ、偏波変換度３０ｄＢ以上を
示す面積の割合は、計算値が１３％、実測値が１０％で
あった。以上に示したように、フィルムの面積は一定で
あっても、１枚のフィルムから得られるポリイミド波長
板の枚数はηによって大きく異なり、しかもそれはη≧
１．５においてηの増加と共に急速に増加することが明
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らかである。次いで、上記と同様の方法により得られた
ポリアミド酸フィルムを、日本工業規格Ｋ６３０１（加
硫ゴム物理試験方法）試験片１号型の打ち抜き型（東洋
精機製作所製、長さ１２ｃｍ、チャック部分の幅：２．
５ｃｍ、中央部の形状：４ｃｍ×１ｃｍ）を用いて打ち
抜き、ダンベル形状のフィルムを得た。これを金属枠に
長軸方向（縦方向）だけを固定して、最高温度３５０℃
で熱処理を行った。引張り応力が均等にかかる中央の長
方形部分について偏波変換度の計算と実測を行ったとこ
ろ、３０ｄＢ以上の偏波変換度を有する領域の面積の割
合は、計算値が７３％、実測値が６０％であった。全体
のフィルム面積に占める３０ｄＢ以上の偏波変換度を有
する領域の面積比は、η＝１．５、２、３の各形状につ
いて計算値：実測値＝１：約０．７であったが、ダンベ
ル形状では計算値：実測値＝１：０．８２となり、実測
値が計算値に近づく傾向が見られた。このことは延伸フ
ィルムの形状として、ダンベル形状がη≧３の長方形よ
りも更に優れていることを示している。
【００１２】実施例２
実施例１と同様の方法で得たポリアミド酸フィルムをシ
リコン基板からはく離し、縦１０ｃｍ×横５ｃｍに切り
出し後、縦方向の両端をチャックで押えて延伸し、縦１
２ｃｍ×横５ｃｍのフィルムを得た。このフィルムを金
属枠に縦方向だけを固定して最高温度３５０℃で熱処理
を行った。両端に長さ１ｃｍのチャック部分を確保した
ため、フィルムの大きさは縦１０ｃｍ×横５ｃｍ（η＝
２）であった。得られたポリイミドフィルムの厚さは１
３．２μｍ、中心部のリターデーションは０．７７μｍ
であり、全体のフィルム面積に占める３０ｄＢ以上の偏
波変換度の割合は１９％であった。次いで同様の方法に
より、縦７．５ｃｍ×横５ｃｍの延伸ポリイミドフィル
ム（η＝１．５）を作製した。得られたポリイミドフィ
ルムの厚さは１３．３μｍ、中心部のリターデーション
は０．７６μｍであり、３０ｄＢ以上の偏波変換度の割
合は１０％であった。また、実施例１で用いた打ち抜き
型を用いて上記の延伸ポリアミド酸フィルム（縦１２ｃ
ｍ×横５ｃｍ）を打ち抜き、ダンベル形状のフィルムを
得た。これを金属枠に縦方向だけを固定して、最高温度
３５０℃で熱処理を行った。得られたポリイミドフィル
ムの厚さは１３．１μｍ、リターデーションは０．７７
であった。引張り応力が均等にかかる中央の長方形部分
について偏波変換度３０ｄＢ以上を有する領域の面積の
割合を測定したところ５８％であった。
【００１３】実施例３
実施例１と同様の方法で得たポリアミド酸フィルムを基
板からはく離し、縦１２ｃｍ×横５ｃｍに切り出し後、
縦方向の上部１ｃｍをチャックで固定した。次いでフィ
ルムの縦方向の長さが１０ｃｍ（η＝２）となるように
フィルムの下部に３００ｇの重りを固定し、フィルムを
重力方向に垂らし、フィルムに均一荷重をかけながら最

高温度３５０℃で熱処理を行った。得られたポリイミド
フィルムの厚さは１３μｍ、中心部のリターデーション
は０．７８であり、偏波変換度３０ｄＢ以上の面積の割
合は２１％であった。次いで同様の方法により縦方向の
長さが７．５ｃｍ（η＝１．５）となるように３００ｇ
の重りを付け、フィルムを垂直方向に垂らし、フィルム
に均一荷重をかけながら最高温度３５０℃で熱処理を行
った。得られたポリイミドフィルムの厚さは１３．１μ
ｍ、中心部のリターデーションは０．７７であり、偏波
変換度３０ｄＢ以上の面積の割合は１１％であった。更
に実施例１で用いた打ち抜き型を用いてダンベル形状に
切り出したポリアミド酸フィルムの縦方向上部を固定
し、下部に６０ｇの重りをぶら下げ、均一荷重をかけな
がら最高温度３５０℃で熱処理を行った。得られたポリ
イミドフィルムの膜厚は１３μｍ、中心部のリターデー
ションは０．７８であり、偏波変換度３０ｄＢ以上の部
分の割合は６２％であった。
【００１４】比較例１
実施例１と同様の方法により、基板からはく離したポリ
アミド酸フィルムを縦８ｃｍ×横６ｃｍに切り出し、金
属枠に縦方向だけを固定して、最高温度３５０℃で熱処
理を行った。縦方向の両端に１ｃｍのチャック部分を確
保したことにより、延伸フィルムの大きさは縦６ｃｍ×
横６ｃｍ（η＝１）、面積は３６ｃｍ

2
となる。得られ

たフィルムについて測定した１／２波長板としての偏波
変換度（単位ｄＢ）の分布形状を等高線で（図７）に示
す。実施例１で示したη＝２の場合と同様、この実測結
果と（図３）に示した計算結果はよく一致しており、本
発明で用いた計算手法に妥当性を示している。全体のフ
ィルム面積に占める３０ｄＢ以上の偏波変換度を有する
領域の面積の割合は、計算値が１０％、実測値が７％で
あった。
【００１５】比較例２
実施例３と同様の方法により、基板からはく離したポリ
アミド酸フィルムを縦７ｃｍ×横５ｃｍに切り出し、縦
方向の上部１ｃｍをチャック部分で固定した。次いでフ
ィルムの縦方向の長さが５ｃｍ（η＝１）となるように
フィルムの下部に３００ｇの重りを固定し、フィルムを
重力方向に垂らし、フィルムに均一荷重をかけながら最
高温度３５０℃で熱処理を行った。得られたポリイミド
フィルムの厚さは１３．３μｍ、中心部のリターデーシ
ョンは０．７５であり、３０ｄＢ以上の偏波変換度の割
合は５％であった。
【００１６】
【発明の効果】本発明によれば、製造が容易で柔軟性が
あり、水晶を用いた光波長板に比べて膜厚が薄いため挿
入損失が少なく、しかも３００℃以上の高い耐熱性を持
った光波長板を高い生産性で提供することができ、主に
導波型光デバイスの高性能化、低価格化と作製プロセス
の効率化といった点に寄与することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】有限要素法の計算に用いたモデルを示す図であ
る。
【図２】η＝１の計算モデルの下辺に荷重を印可した場
合に生ずる形状の変化と応力楕円を示す図である。
【図３】η＝１の計算モデルにおいて、フィルム中心部
のリターデーションが波長の１／２に丁度合致したと仮
定した場合の、各点での１／２波長板としての偏波変換
度（単位ｄＢ）を計算し、その分布形状を等高線で示し
た図である。
【図４】ηを変化させた場合の偏波変換度の面内分布の
計算結果を示す図である。

【図５】η＝２の計算モデルにおいて、フィルム中心部
のリターデーションが波長の１／２に丁度合致したと仮
定した場合の、各点での１／２波長板としての偏波変換
度（単位ｄＢ）を計算し、その分布形状を等高線で示し
た図である。
【図６】η＝２の延伸ポリイミドフィルムにおける１／
２波長板としての偏波変換度（単位ｄＢ）の分布形状を
等高線で示した図である。
【図７】η＝１の延伸ポリイミドフィルムにおける１／
２波長板としての偏波変換度（単位ｄＢ）の分布形状を
等高線で示した図である。

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】 【図６】 【図７】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(72)発明者  佐々木  重邦
            東京都千代田区内幸町１丁目１番６号  日
            本電信電話株式会社内

(6)                       特開平８－２４０７１１
9 10

＊

＊

1010


